
 

 

 
  下記のとおり令和５年度第２回栃木県景観審議会を開催しますので、傍聴を希望する方は、次に定

める手続きに従って傍聴してください。 

 

■ 開催日時  令和６（2024）年２月２日（金） 午後２時から 

■ 場    所  宇都宮市塙田１丁目１番 20 号 

                栃木県庁東館４階講堂 

■ 議  案  市貝町の区域を栃木県景観条例第 31 条第１項の規定による区域に指定することに     

ついて 

 

■ 傍聴定員  １０名 

         ・傍聴を御希望の方は、直接会場にお越しください。会場で受付いたしますので、        

氏名と住所を御記入願います。 

         ・受付は、当日午後１時 30 分から同２時までです（受付時間終了後は、理由を        

問わず傍聴できませんので、御了承ください。）。 

                 ・傍聴の受付は先着順で行い、定員になり次第終了いたします。 

                 ・お車でお越しの方は、県庁地下駐車場を御利用ください。 

         ※県庁地下駐車場を御利用の方は、駐車券を会場までお持ちください。 

■  問合わせ先  栃木県 県土整備部 都市計画課 景観づくり担当 

                  （栃木県景観審議会事務局） 

                  電 話  ０２８（６２３）２４６３ 

                  ＦＡＸ  ０２８（６２３）２５９５ 
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